
第1章 我 が 国の観 光 レク リエー シ ョンを巡 る状 況 と森林管理

第1章 の前半(1-1、1-2)で は、森林管理 とい う範疇 にとどまらず、我が国の観

光 レク リエー シ ョン全体 を巡る現況 を概括的 に整理 し、その結果 をもとに我が国で森林管

理 を行 う際 の留意点 について とりま とめた。具体的には、我 が国の余暇観 の変遷や、 ライ

フスタイル の中での余暇 の位置づけについて既存統計な どか らとりま とめた上で、我が国

で行われ てい る多様な観光 レク リエーシ ョンを考慮 した場合に、森林管理面か ら今後 どの

よ うな ことに配慮すべきであるかを整理 した。

続いて、第1章 の後半(1-3)で は、森林管理の観点か ら、我が国で行われ る観 光 レ

ク リエー シ ョン活動の実態について、既存の統計資料をも とに とりま とめ、考察 を行 った。

1-1我 が 国 の 余 暇 ・観 光 ・レ ク リエ ー シ ョ ン を 巡 る 状 況

(1)我 が 国 に お け る 余 暇 感 の 変 遷

内 閣府(旧 総 理府 広 報 室)が1973(昭 和48)年 以 降行 って い る 「国 民 生活 に 関す る世論調

査 」(総 理 府2000)や 、(財)自 由 時 間デ ザ イ ン協 会(2000年 当時:旧(財)余 暇 開 発 セ

ンター 、現 社 会 経 済 生産 性本 部)が1977(昭 和52)年 か ら発 行 して い る 「レジ ャー 白書 」

((財)自 由時 間 デ ザ イ ン協 会2001,(財)余 暇 開発 セ ン ター1977,1980,1983-2000)に

よっ て、 時代 の流 れ とと もに、我 が 国で は 、 自由 時間 を重 視す る人 々 が増加 して き た歴 史

が明 らか に され て い る。

「国 民 生活 に関す る世論 調査 」 で は、① 衣 生活 、②食 生 活 、③ 住 生活 、④ 耐 久 消費財 、

⑤ レジ ャー ・余暇 生活 の うち、 「今 後 の 生活 の力 点 を ど こに置 きた い か?」 とい うア ンケ

ー トを
、 ほ ぼ年1回 のペ ー ス で行 って い る。 そ の結 果 が図1-1で あ る。 調 査 が開 始 され

た1973(昭 和48)年1月 の調 査で は 、「レジ ャー ・余 暇生 活」に重 点 を置 きたい 人 の割 合 は、

20.2%と 「住 生活 」 に続 く第2位 の位 置 を 占 めた が、1974(昭 和49)年1月 調 査 で は大 き

く落 ち込 み 、 「住 生 活 」、 「食 生活 」 に大 き く水 をあ け られ て第3位(13.8%)と な っ た。 そ

の後 、1978(昭 和53)年5.月 調 査 で 「食 生 活 」 を抜 き第2位(21.5%)に な り、1983(昭 和58)

年5,月 の調 査 で 「住 生活 」 も抜 い て、初 めて第1位(26.3%)に 躍 り出 た。 そ の後 、1999(平

成11)年12月 調 査 まで 、1位 の座 を維 持 し続 けて お り、そ の割 合 も常 に3割 を維持 してい

る。

また、図1-2は 「レジャー 白書」か ら抜粋 した 「日本人の余暇意識」 に関す るアンケ

ー ト結果 の推移 で あ る
。 このア ンケー トが最初 に行 われ た1987(昭 和62)年 には 、 「仕

事に生 きがいを求 めて全力を傾 ける」 と 「余暇 も時には楽 しむが、仕事のほ うに全力 を注

ぐ」 とを合わせ た 「仕事重視派」が、全体 の半数近 く(44.4%)を 占めてお り、「仕事 よ り

も余暇の中に生 きがいを求 める」 と 「仕事 は要領 よくかたづけて、出来 るだけ余暇 を楽 し

む」 とを合 わせた 「余暇重視派」は全体の4分 の1程 度(27.1%)に す ぎなかった。

しか し、その後 「余暇重視派」の割合が増 え続 け、平成 に入 るとともに、「仕事重視派」



図1-1我 が国における今後の生活の力点の推移
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は4割 を切 り、 「余暇重視派」が3割 を上回 った。その後 も、年 ごとに多少 のぶれはある

ものの、 「仕事重視派」 が減少 し、 「余暇重視派」 が増加す る傾向は変わ らず、1995(平 成

7)年 に遂に両者 の比率は逆転 した(「 余暇重視派」が34.5%、 「仕事重視派」が34.1%)。

1995(平 成7)年 に比率が逆転 した時期 には、我 が国は既 に長期の不況 に入 ってお り、

雇用不安や大型企業の倒産などが現実のもの として実感できる事態になってきた。 そのた

めか らか、 「仕事重視派」の減少お よび 「余暇重視派」の増加 とい う傾 向には歯止 めがか

か り、ここ数年 は両者が拮抗する状態 になってい る。そ して、2000(平 成12)年 調査では、

再び 「仕 事重視派(35.1%)」 が、 「余暇重視派(34.8%)」 を上回った。 が、考 え方を変 える

と、 この様 な不況 ・雇用不安の状況 下で も両者の比率が拮抗 していることは、我が国にお

いて、余暇 生活 を重視する国民感が定着 した と考えることもできる。

もっとも、性別や世代別にその傾 向を細か く見てい くと、男性のほ うが女性 よ りも仕事

重視派の比率が高い ことや、10～20歳 代に余暇重視派が多 く40～50歳 代に仕事重視派が多

いな ど性別や世代 によって異なる特徴が見 られる(図1-3)。

男女差では、1999(平 成11)年 の時点で、余暇重視派 が男性30.4%に 対 して女性が38.4

%と 女性が8.0%高 いのに対 して、仕事重視派 は男性37.1%に 対 して女性 は29.9%と 男性

が7.1%高 くなっている。



図1-2「 日本人の余暇意識に関するア ンケー トの推移

また世代的には、余暇重視派 と仕事重視派の割合が、10代 の男女では、それぞれ53.4%

:19.0%、57.6%:21.0%と 、倍以上余暇重視派が上 回っている一方で、50代 の男女では、

10.7%:57.2%、25.4%:45.3%と 比率が全 く逆転 して しまっている。

このこ とは、①女性 よりも男性が終身雇用 を前提 とした フル タイムの労働 を行 う比率 が

伝統的 に高いこと、あるいは②学生 の比率 が高い10～20歳 代のほ うが、仕事 で重要な役割

を与えられ ることが多い40～50歳 代 よ りも労働 時間が短 く余暇時間が豊富で、体力的 にも

活発 であ ることな ど、我が国の余暇環境 の現況 を端的 に反 映 していると考 え られ る。ただ

し、60代以上 になる と男女 とも、余暇重視派の比率が回復す るこ とを見れ ば、我 が国で も、

人々の余暇 に対す る潜在的欲求は、男女や世代 を問わず本来高いものであるとい うことが

見てとれ る。

鈴木(1982)に よる と、余暇活動への参加 には、余暇 時間 ・余暇費用・ 余暇情報の3要 素

が大き く影 響す るといわれている。鈴木の指摘 を参考 に考 えると、その指摘か ら既 に20年

以上が経過 した現在、上記3要 素は ともに改善傾 向にあると考 えられ るが、余暇時間につ

いては、男女間、世代間の格差が十分払拭 しきれ ていない ことも事実である。 人々の余暇

に対す る潜在的欲求を性別や世代に関係 な く顕在化 させ るた めには、特 定の性別や世代に



図1-3性 別・年 代 別 の余 暇感 の 違い

偏 らない労働環境の改善が今後 とも必要になって くると考 えられ る。

そのよ うな社会システムの改善に関す る検討 は、我が国の社会全体に関わ る大きな問題

であるため、本論文では特に深 く取 り扱 うことは しない。本論 では、そのよ うな改善が今

後もさらに進む とい う前提 にたって林野施策や研究を とらえ、森林管理計画を考 えてい く

とい う立場 をとることとした。

(2)余 暇 活 動 にお け るア ウ ト ドア ライ フの位 置 づ け

また、数 ある余暇活動のなかで も、近年ア ウ トドアライフが多 くの人々の関心 を集 めて

いる。例 えば 「レジャー 白書'94」 では、89種 目の余暇活動(表1-1)に ついて、将来

の参加意向 をたずねて参加希望率 を割 り出 して解析 した結果、 「男性はア ウ トドア レジャ

ー、女性は鑑 賞 レジャー に強い参加希望」、あ るいは 「旅行 ・ア ウ トドアスポーツ ・鑑賞

レジャーに潜在需要」があ ると発表 した((財)余 暇開発 セン ター1995)。 また、翌年の

「レジャー 白書'95」 で もる 「潜在需要の大 きい旅行 とア ウ トドアスポーツ」 とい う分析

結果 を出 している((財)余 暇開発セ ンター1996)。

つま り、我が国では国民の余暇時 間が増 え、その余暇時間を重視す るとい う風潮の中で、

その余暇の過 ごし方 が、少 なくとも10年 程度前か ら野外活動に向 けられ る傾 向にあると言

うこ とを、森林管理者は留意す る必要 がある。

しか しなが ら、実際の ところ、我が国では、野外 レク リエー シ ョンの楽 しみが十分享受

されていない とい う懸念が数 々指摘 され 、「日本人は森が好きなのであろ うか?」 とい う

疑問までもが投げかけ られてきたのが現 実である(土 屋1994-2)。 この よ うな疑 問はある

意味、我が国 における、森林 レクリエーシ ョン施策 と、実際に我 が国で行 われている観 光

レク リエーシ ョン活動 との間に大きな乖離 があることをいみ じくも指摘 してい ると考 えら

れ る。つま り、利用者が求めている観光 レク リエー シ ョンのための森林管理 と、我が国に

現実に造 られてきた観光 レク リエー シ ョン施設や森林空間の現状 との ミスマ ッチが 「日本

人は森が好 きなのであろ うか?」 とい う言葉で問題提起 されているものと思われ る。1-

3で 採 りあげ るとお り、我 が国の森林管理に関わる観光 レク リエーシ ョン活動の動向は現



表1-189種 目の余 暇活 動

在 も個別流動的であるため、個々の観光 レク リエー ション活動の トレン ドそれぞれ に配慮

して、オーダーメー ド型の森林管理 を してい く必要があるであろ う。 また、また主体的に

森林管理を行 うべき観光 レクリエー シ ョン活動が、必ず しも森林 を直接利用するよ うな活

動 とも限 らないよ うである。そ うい う状況 にあ りなが ら、既 に指摘 した とお り、これまで

の林野施策 は、その ような間接利用型の観光 レクリエーシ ョン活動 を個別の種 目ごとに施

策の対象 に据えることをせずに、よ り直接的に森林を利用す る活動や 、あるいは我が国の



森林 の観光 レク リエーシ ョン的な関わ りとは別 の観点か らの森林整備 、つ ま り欧米の教科

書に載 っている様な野外 レク リエーシ ョン活動 を念頭 に置 いた森林整備 を行った上で、そ

の利用率が少 ない とい う問題に悩ま されて きた といえる。

この状況を打開す るためには、素直に我 が国で行 われる観光 レク リエー シ ョン活動の全

体像 を客観 的に分析 した上で、その結果、林野施策 として、我 が国における観光 レクリエ

ーシ ョン活動 に対 して何が貢献 できるのであるか とい うこ とを考 えるとい う道筋 をとるべ

きであった し、今後 はそ うすべ きであろ う。 そ うすることにより、上述の土屋(1994-2)の

よ うな疑問にさいなまれ ることがない森林管理が可能になるのではないか と考 え られ る。

(3)人 生 の 長 期 化 と ライ フス タイ ル の 変 化

また、我 が国では、国民の平均寿命が長 くなる反面、平均労働 時間が短縮 されてきたた

め、生活 時間の使い方が刻々 と変化 している。現在、我が国は人生80年 時代 に突入 してお

り、それ を生涯 生活時間に換算す ると約70万 時間に換算 され る(松 田1996)。 このこ とは

現在では ごく普通の こととして受け止 められているが、表1-2に 示す とお り、我 が国の

平均寿命 は、つい100年 前の明治33(1900)年 には僅か40年(約35万 時間)程 度に過 ぎなか

った ことが分か る。そ してほぼ50年 前の昭和25(1950)年 においても平均的 には人生60年(約

53万 時間)程 度にす ぎなかった。つま り、我が国のライ フスパ ンは僅 か100年 の うちに倍

に延 びたわけである。 もちろん、我が国の平均寿命の伸びに関 しては、乳 ・幼児期 の死亡

率が低 下 した ことな どが大きく寄与 しているため、平均値 をもとに単純に国民全員 の寿命

が一律 に倍 に延びた とい う議論 はい ささか乱暴ではある。 しか し、現代では多 くの国民の

意識 として80年 のライフサイクルが標準 となってきていることは間違いな く、明 らかに人

生50年 時代の意識 とは異なってきてい る。そ して、我が国では、ライ フサイ クル が幼児期

→教育期→労働期→隠退期 とい うふ うに直線的に並んでいる場合が多い ことが指摘 されて

いる(飽 戸 ・松 田1989)が 、人生 の長期化 は高学歴化 も同時に生み出 してきたため、人生

における教育期 と隠退期 の割合 が増 えた と考え られてい る。従って、我 が国では教育期 と

隠退期 の余暇時間が増加 してきたことが推察 され る。

人生80年 時代は、我が国は もとよ り、有史以来 どの世界 も体験 した ことがない長寿社会

である。余暇時間の過 ごし方、あるいはそれに対する余暇空間の創 り方やそれ に対応 した

余暇 のた めの森林の利用管理の方法 も実の ところ未知の領域にあると考え られ る。そ して、

林野施策で も、 このよ うな状況 を認識す ることが重要である。例 えば、大人が多 くの余暇

時間を持 ち、観光 レク リエーシ ョンを行 うとすれば、地域の 自然景観や歴史環境な どが、

野外 においてわかるよ うな仕組み を整 えてい くことも必要であろ う。本論ではその ような

点について、すべて対応 しきれ るものではないが、広域的な森林計画論の観点か ら第5章

で検討 を行っていきたい。

(4)労 働 時 間 の短 縮 と余 暇 時 間 の増 大

人生80年 、約70万 時間の うち、労働時間が占める割合は約7万 時間 と、全体の1割 程度

に しか過 ぎない。反面、 自由時間は約21万 時間に達 してい る。 これ は、人生 の約3割 を占

めてい る。



表1-2我 が国の平均 命および生涯生活時間の推移

出典:総 合研究開発機構(1985):「生活水準 の歴史的推移 」及び厚 生省「簡

易生命表より作成

注1:生 涯生活時間 は、平均寿命×24(時 間)×365(日)よ り算出した。

注2:昭 和15年 はデータ無し
一 方

、平 均的 なサ ラ リー マ ンで さえ も、1990年 代 の前 半 の時 点 で、 既 に1年 間8,760時

間(24時 間 ×365日)の うち、労働 時 間 は約2,000時 間 で 、 自 由時 間が2,500時 間 とな って

い る。 週休2日 制 が普 及 し、労働 時 間 の短 縮 が 図 られ たた め、 現在 は 平均 的 な サ ラ リー マ

ンで も労働 時 間 よ り自由時 間の ほ うが長 いの で あ る。

ちな み に、 その傾 向は年 ご とに顕 著 にな っ て いて 、労働 省(現 厚 生 労働 省)労 働 基 準 局

の推 計 に基 づ く と(表1-3)、1986(昭 和61)年 にお け る年 間総 労働 時 間 が2,150時 間(う

ち所 定 内 労働 時 間1,936時 間:以 下 同様 に記 述)で あ っ た もの が、 い わ ゆ るバ ブル 景 気 に

沸 い て いた1991年 に は2,080時 間(1,876時 間)ま で減少 を続 け 、1993(平 成5)年 には所

定 内 労働 時 間週40時 間へ の対応 が 進 み 、つ い に2,000時 間 を割 って1,966時 間(1,829時 間)

にま で短 縮 した。 しか し、労働 時 間 の短 縮 は1994(平 成6)年 を底 に 、景気 の悪化 に伴 う

所 定 外 労働 時 間 の増 加 のた め に1996年 まで は若 干 の上 昇 に 転 じた(1,993時 間(1,825時

間))。 しか し、 更 に景 気 の悪 化 が続 く と、週40時 間 労働 制 の浸 透 ・定 着 が加 速 し、 パ ー



表1-3我 が国の労働時間の推移

(財)余 暇開発センター
「レジャー 白書2000」 より

トや派遣労働な どの労働時間が短い勤務形態 の増加な どが見 られ、所定内労働時間が急速

に減少 し、1998(平 成10)年 には1,947時 間(1,795時 間)と 過去最短 の労働時間を更新 し

ている。

以上のよ うに、我が国の労働時間は、景気な どに左右 されつつ も、全般的な傾 向として

は着実に減少へ向かってい る。その結果必然的 に余暇時間は増加す るため、余暇時間を過

ごす空間 としての森林管理 の重要性は増えこそすれ、減 る傾向にはない と考 えられ る。

1-2余 暇 時 間 の 過 ご し方 の 多 様 化 と森 林 管 理

以上、(1)か ら(4)で 見て きた とお り、我が国の観 光 レク リエーシ ョンを巡る現状

は、

①我 が国では国民の生活 の力点が、 レジャー ・余暇生活へ とはっきり移っていること。た

だ し、労働時間の偏 りのた め、世代間 ・男女間の格差は未だ解消 されていない点 も留意 し

なが ら将来に向 けた計画を立てる必要 があること、

②生活の力点が置 かれ るレジャー ・余暇生活の中でも、野外活動に対す る潜在的欲求が高

い とい う傾 向が出ているが、直接森林 とふれ あ う活動や欧米型の森林 レク リエーシ ョン活

動のすべてが、必ず しも我が国に定着 しているか とい うと若干疑問が残るこ と、

③我が国は人生80年 時代に入 ってお り、 このよ うな社会は世界の どこも経験 していない状

況 であ り、そのよ うな社会にお ける レジャー ・余暇生活の計画を確立 していない と言 うこ

と、

④勤労世代 において も余暇時間が確実に増加 しているため、このよ うな世代に対す る成人

層への 日常的な余暇空間の提供 も重要であること、

などに、ま とめ られ る。

森林観光 レク リエーシ ョンに携わ る林業技術者や行政官は、以上のよ うな一般的な余暇



の実態 を踏 まえて、将来 の森林観光 レク リエー ション利用 を予測 ・計画 してい く必要があ

る。言い換 えれば、人間が生まれてか ら死ぬまでの人生の各段階で行 う多種多様な余暇活

動の中に、森林 が如何に関わっているのかを見極め、そ してそれ をどう位 置づ けるのかに

っいて改めて模索 を行わなけれ ばいけない時期に さしかかってい る。それ を受 けて、森林

管理 の立場か らも、森林 を直接利用対象 とす る狭義の 「森林観 光 レク リエー シ ョン」 とい

う概念に縛 られ ること無 く、広い意味での非労働時間における人間の観光 レク リエーシ ョ

ン活動 と森林 との関わ り合いを、いかに コーデ ィネー トす るか とい う技量 の良否 が今後重

要になって くる と考え られ る。

ちなみに、1990年 代の前半にお ける年2,500時 間のサラ リーマ ンの余暇時間の うち、1,0

00時 間程度 はテ レビ鑑賞 に費や されていたそ うである(松 田1996)。 また、大人に限 らず

子供 の遊び時間 も、テ レビゲームや ビデオ鑑賞 などの屋内型 レク リエー シ ョンが大きな比

率 を占めるようになってきた と指摘 されている。 このことは、屋内空間における余暇 の過 .

こし方が多様化 し、魅力 あるものになった ことが大 きな要因であろ うが、逆に魅力ある屋

外空間や安心 して遊べる野外空間が少な くなったことも否定で きない。

我が国の林政においては、1897(明 治30)年 に森林法が制定 され、1951(昭 和26)年 に

森林計画制度が設 けられた。その中で、風致機 能や生活環境保全機能、保健休養機能の高

い森林 として指定 され る保安林が位置づけ られてい る。保安林の指定面積 は徐 々に拡大 し

てきてお り、特 に保健保安林の指定は伸びは著 しい(香 川 ・田中1995)。 また、国有林の

レク リエー ションの森制度や生活環境保全林事業、林業構造改善事業な どによ り、国有林

・民有林 において観光 レクリエーシ ョンのための各種林野施策 が講 じられて きた
。 さらに

は 自然公園制度や風致地区制度など自然公園計画や都市計画に関わ る施策 において も森林

を保全す る制度が整 えられてきた。

しか しなが ら、林野庁 の事業費は、観光 レク リエーシ ョン施設や道 などの、ハー ド面の

量的充実には寄与 しているものの、地域資源 を うまく活か さずに強引な開発が行 われた り、

配置計画な どの空間計画的側面や ソフ ト面の充実に後れ をとっていることが各所で指摘 さ

れている(ラ ック計画研 究所1975,田 中2003-3な ど)。 そのため、今後 の我が国の林政に

おいては、その ような指摘を打開 させ るような森林管理への取 り組みが必要であることも

ここに付記 してお く。

1-3我 が 国 で 行 われ る観 光 レク リエ ー シ ョン活 動 の実 態

1-3で は、森林管理の観点か ら、我が国で行われ る観光 レク リエーシ ョン活動の実態

について、既存の統計資料 をもとにと りまとめ、考察 を行 う。

序章でも指摘 した とお り、観光 レクリエーシ ョンの統計 に限 らず、我が国の統計は、施

策や計画 を吟味す るために、必ず しも十分な形 で整備 されている とは言い難い。 したがっ

て、本項で遡上に乗せ る各種統計について も、森林管理 を適切 に行 う目的で、我が国の観

光 レク リエーシ ョンの全体像を把握す るために十分に整 っていると言 うわけではない。 し

か しなが ら、観 光 レクリエーシ ョンのための森林管理計画を策定す る場合 、我が国の観光

レクリエーシ ョン活動の実態、そ して活動 の時系列的な トレン ドを把握 してお くことが重



要であることは、既 に再三述べ てきた とお りである。1-3で は、このよ うな状況 を鑑み

て、できる限 り可能な範囲で、可能な考察 を行 うことを心がけた。

手順 としては、は じめに、森林に関わる観光 レク リエー シ ョンに関わる既存統計を、モ

ン トリオールプ ロセ スの基準 と指標 にあわせ る形で とりま とめた。モ ン トリオールプ ロセ

スとは、1992(平 成4)年 の地球サ ミッ トにお いて採択 された 「森林原則声明」や、 「ア

ジェンダ21」 の第11章 を受けて、森林経営の持続可能性 を評価す るための基準 ・指標化の

取組みが国 レベル の活発化 したなかで、アルゼ ンチ ン、オース トラ リア、カナ ダ、チ リ、

中国、 日本、韓国、 メキシコ、ニュージー ラン ド、ロシア、 ウル グアイ、米国 といった環

太平洋の温帯林諸国が開始 した活動 である。我が国は、1993(平 成5)年 よりモ ン トリオ

ール ・プロセスの活動に参加 して、基準 ・指標の策定作業に加 わ り、1995(平 成7)年 に

「サンティア ゴ宣言」を採択 し、持続可能 な森林経営のための7基 準67指 標 に合意 した。

後ほ ど1-3(1)や4-2(1)で 具体的 に説明するとお り、モ ン トリオールプ ロセス

では観 光 レク リエーシ ョンに関わる3つ の指標 を掲げてお り、それに対応す る形で、我が

国 も2003(平 成15)年 に国別(国 内)レ ポー トをまとめている。本論ではその国別 レポー

トによる最終的な指標 を参考に しつつ も、国別 レポー トには記述 され ていない 「観光 レク

リエーシ ョンのための森林管理」に関係す る各種統計 を幅広 く採 りあげて考察 を行いたい。

また1-3で は、 この既存統計の整理 に引き続 き、 レジャー 白書の参加率 を用いた トレ

ン ド解析 を行った。 レジャー 白書 とは(財)余 暇開発セ ンター(そ の後(財)自 由時間デ

ザイ ン協会 を経 て社会経済生産性本部)が 公表 している余暇活動の統計である。 この統計

は、森林観光 レク リエーシ ョン活動 に限 らず、幅広い余暇活動 を対象 に、活動への参加率

な どの時系列的 な統計 をま とめている。1-3の 後半では、その時系列的統計 を用いて、

森林管理の観点か ら管理上留意すべ き観光 レクリエーシ ョンの動向を解析 した。

(1)観 光 レ ク リエ ー シ ョン と森 林 に 関 わ る既 存 統 計 の分 析

a既 存 統 計 の現 状 お よび 分 析 方 法

モ ン トリオール ・プロセ スでは 「レクリエー シ ョン及び観光」について、下記 の3つ の

指標 を掲げている。

a.全 森林面積 と対比 した、一般的な レク リエーシ ョン及び観光 のために経営 され る森林

の面積及び比率

b.人 口及び森林面積 と対比 した、一般的な レクリエーシ ョン及び観 光に利用 される施設

数及び施設 のタイプ

c.人 口及び森林面積 と対比 した、 レク リエーシ ョン及び観 光のための利用客滞在延べ 日

数

つま り、 レク リエー シ ョンや観 光 に関わ る 「森林面積 」、 「施設」、 「利用者数」の3種

類の項 目について国際的 に統計 を整備 してい くことを提案 してい る。

そのため、本項 ではこの3つ の指標 に従い、①現時点で収集可能なデータをま とめ、②



データ収集方法の妥 当性や、③指標 としての妥 当性や持続可能性 との関係 を考察 し、 とり

ま とめを行 った。

b現 時 点 で 使 用 可 能 な デ ー タ ・指 標 値 に 関す る検 討

1)全 森 林 面 積 と対 比 した 、 一 般 的 な レ ク リエ ー シ ョン及 び 観 光 の た め に経 営

され る森 林 の 面 積 及 び 比 率

「森林面積」に関連す る指標 としては、「農林業セ ンサス」の、①保健保安林 、②風致

保安林、③ 自然公園、④ レク リエーシ ョン森林の4種 類 の統計 が利用 可能である。 これ ら

の森林の定義 は以下の とお りである。

保安林:保 安林 とは、森林の公益的機能 を行使す る 目的で、国が特定の制限(伐 採等)を

課 した森林の ことをい う。

保安林 は森林法 に基づ く指定の 目的 により17種 類に分類 され てい る。

自然公園:自 然公園法に基づき設定 された国立公園、国定公園及び都道府 県立 自然公園に

含まれている森林面積をい う。

レク リエー シ ョン森林:国 有林 については国有林野事業 の 「レク リエー ションの森」 とし

て設定 されている森林面積(附 帯施設敷は除 く。)を 表 し、 これ

には、自然休養林 のほか、 自然観 察教育林 、野外 スポーツ林及び

風景林がある。

民有林につ いては、国有林野事業の 「レクリエーシ ョンの森」に

準ず るものであって、都道府 県、市 区町村等の公共団体が管理運

営 してい るレク リエーシ ョン森林 の面積(附 帯施設敷 は除 く。)

をいい、具体的には県民の森 、市民の森 、森林公園等をい う。

これ らの森 林 の面積 及 び面 積 比率 を表1-4に 示す 。種 類 別 に は1990(平 成2)年 時点

で 「自然 公 園 」 が 面積387万ha、 対 森 林 面積 比15.7%と 、 「レク リエ ー シ ョン森林(61万8

千ha、2.5%)」 や 「保健 保 安林(47万2千ha、1.9%)」 、 「風致 保 安林(2万4千ha、0.1%)」

な ど と比 較 して圧倒 的 な 比重 を持 って い る こ とが わ か る。

ま た 、所 有 別 に見 た場 合 には 、 「保健 保 安 林 」・「風 致保 安林 」・「自然公 園」 の3つ につ

いて は 、国有 林 と民有 林 の面積 が ほぼ 半 々 にな って い る。 従 っ て、 対森 林 面積 比 で は 国有

表1-4レ クリエーション・観 光のために経営される森 林の面積 ・比率

(1990年 世界農林業センサスより)



林 は民有林 のほぼ倍 になってい る。 また、 「レク リエー シ ョン森林」 に関 しては、国有 の

ものが民有のもの より圧倒的 に多 く、面積では約5倍 、対森林面積比では約10倍 になって

いる。

2)人 口及 び 森 林 面 積 と対 比 した、 一般 的 な レク リエ ー シ ョン及 び観 光 に利 用

され る施 設 数 及 び 施 設 の タイ プ

「施設」の指標 につ いては、 「農林業セ ンサス」の、 「体験実習林(箇 所数)」、「森林 ・

林業研修資料館(箇 所数)」、 「森林スポー ツ施設(箇 所数)」、「遊歩道(箇 所数)」 の4種

類の統計が利用可能 である。 なお、「森林 スポーツ施設」は、 さらに 「キャンプ場(箇 所

数)」、 「スキー場(箇 所数)」、「フィール ド・アスレチ ック(箇 所数)」、 「オ リエ ンテー リ

ング(箇 所数)」 の4つ に細分 されている。 これ らの森林 の定義は以下の とお りである。

体験実習林:過 去1年 間に植林 、下刈 り等林業生産活動等の体験学習を行 うこ とを目的 と

して提供 された森林 をいい、林業体験林、林業学習林等 をい う。

なお、大学、高等学校等の学校林においては、広 く一般 に提供 されてい る場

合のみ計上 した。

森林 ・林業研修資料館:林 業関係のための研修施設、森林に関す る資料の展示等を行 う施

設、都市 と山村 との交流のために林業体験を行 う施設、宿泊施設

等 をい う。 なお、市街地 に所在す る常設の施設 も含 めた。

森林スポー ツ施設:森 林でスポーツを行 うことを 目的 としたスポーツ施設 であ り山林の地

形や樹木 の存在 をいか し、森林 と施設が一体的なもの として利用 され

ている施設 をいい、キャンプ場、スキー場、フィール ドアス レチ ック

及びオ リエ ンテー リングのほか、フィール ドアーチェ リー、乗馬 コー

ス、サイク リングロー ド、 ピクニ ック広場 も含 めた。

遊歩道:レ クリエーシ ョン森林内に設置 されている歩道の うち、専 ら森林浴、 自然観察等

を主 目的 とした、 自然観察路、 自然研究路、野鳥観察路等 をいい、登山道及びハ

イキングコー スは除いた。

これ らの施設の数 を表1-5に 示す。種類別 には森林 スポーツ施設(3,807箇 所)と 遊歩

道(2,420箇 所)の 割合が高 く、森林スポーツ施設 の中ではキャンプ場(2,260箇 所)の 割合が

高い。

また、「世界農林業セ ンサス」のデータ以外には、1996(平 成8)年 度 に農林水産省が

行った 「森林 の多面的機能調査 森林 ・施設状況調査」が指標 として利用できる。 この調

査では、国民の保健休養 の場に供 される森林及び森林 と一体 となったスポーツ ・レク リエ

ーシ ョン施設で、国、都道府 県、市町村等の公的機関によ り指定 ・認定 された地区や施設

についてまとめている。具体的には、「遊歩道(箇所数及び総延長)」、「森林地区区分別

表1-5森 林 レクリエーション・観光 施設の数(世 界農林 業センサ ス)

(1990年 世界農林業センサスより)



の森林 ・施設(箇 所数)」、 「森林 スポー ツ ・レク施設(箇 所数)」、 「付帯施設(箇 所数)」

に関す る統計をま とめている。

「森林地区区分別の森林 ・施設」は、更に 「自然観察教育林地区」、 「風景林地区」、「風

致探勝林地 区」、 「スポー ツ林地 区」 の4種 類に区分 され てお り、 また 「自然観 察教育林

地 区」の中に 「体験実習林地区」が細区分 され てい る。

「森林 スポー ツ ・レク施設」 は、更 に 「キャンプ場」、 「オー トキ ャンプ場」、 「フ ィー

ル ドアス レチ ック施設」、「オ リエ ンテー リング コー ス」、 「スキー場」の5種 類に区分 さ

れている。

「附帯施設」は、更に 「宿 泊施設」、 「林 業 ・木 工学習体験施設」 の2種 類に区分 され

ている。

これ らの施設 に関す る定義は以下の とお りである。

(遊歩道)

遊歩道:自 然散策や森林浴 を目的 とした もので、森林 と独立 して整備 された 自然遊歩道を

い う。

(森林地 区区分別の森林 ・施設)

自然観察教育林地区:自 然科学教育、高山植物 、野鳥等の観察な どの地区で、観 察路、観

察施設のある自然観察林及び林業体験 のできる森林地 区をい う。

体験実習林地 区:自 然観察教育林地区の うち、林業生産活動等の体験学習 を行 うことが

できる森林地区をい う。

風景林地区:名 所 ・旧跡等の背景林、主要道路等に接す る森林、主要な景観眺望地点等か

ら望見 される森林等 として、風致の維持 を図る森林地区をい う。

風景探勝林地区:森 林浴 、散策、 山歩 き等に適する森林であって、休憩施設、宿泊施設等

が設置 され、 自然探勝等の休養活動 に適 した森林地区をい う。

スポー ツ林地区:森 林 と一体 としてキャンプ、スキー、クロスカン トリー、フィール ドア

ス レチ ック、オ リエ ンテー リング、サイ ク リング等 の野外スポーツ場 と

して整備が されている森林地区をい う。

(森林スポーツ ・レク施設)

キャンプ場:森 林 に常設 されているキャンプ場 で、炊飯施設、便所、バンガロー等の施設

を有 しているものをい う。

オー トキャンプ場:キ ャンプ場の うちキャンピングカー等でキャンプができる施設 をい

う。

(附帯施設)

林業 ・木工体験学習施設:林 業 ・木工のための学習 ・研修 ・体験施設 、林業に関する展示

施設等 をい う。

この調査の結果 は、表1-6に 示 した とお りである。 この調査項 目の中には、 「世界農

林業セ ンサス」の項 目と類似 した ものが見 られ る。両者 の差 を比較す ると、「体験実習林」



表1-6森 林 レクリエーション/観 光施設の数(森 林の多面的機能調査)

d)遊 歩道

(2)森林地区区分別の森林 ・施設

(3)森林 スポーツ ・レク施 設

(4)付 帯施 設

(森林の 多面的機能調査 森林 ・施設状況調査より)

表1-7森 林 レクリエーション/観 光施設の利用者 数

(1990年 世界農林業センサスより)

で183箇 所、 「森林 ・林業研修資料館」で101箇 所、「キャンプ場」 で240箇 所 、「スキー場」

で100箇 所、「フィール ドアスレチ ック」で316箇 所、「オ リエンテー リング」で39箇 所、「遊

歩道」で1,472箇 所の違いが見 られ 、特に遊歩道 の箇所数の乖離が大 きかった。

3)人 口及 び 森 林 面積 と対 比 した 、 レク リエ ー シ ョン及 び観 光 の た め の利 用 客

滞 在 延 べ 日数

「利用者数」 の指標 にっいて、 「農林業セ ンサス」では、 「体験 実習林」、「森林 ・林業

研修資料館」、 「森林スポーツ施設」 の3施 設の利用者数が統計的に扱 われてい る。

これ らの施設 の利用者数、及び過去1年 間における1箇 所 当た りの利用者数を表1-7

に示す。表1-7に よると 「森林 スポー ツ施設 」の利用者数及び1箇 所当た りの利用者数

が他の施設を大 きく引き離 して多い ことがわかる(総 利用者数:約12.5億 人、1箇 所 当た

りの利用者数:約3万3千 人)。

また、 「森林 の多面的機能調査 森林 ・施設状況調査」では、一森林 ・施設 当た りの年

間の利用者数 と宿泊数に関す る統計(複 合施設 ・スキー場 ・キャンプ場)が とりま とめら

れている。 その結果 を図1-4に 掲載す る。 この結果によると、一森林 ・施設 当た りの利

用者数 としてはスキー場 の割合が高 く、利用者数に占める宿泊者数の割合ではキャンプ場



の割合が非常に高い ことが明 らかに されている。

図1-4一 森林 ・施設当た りの利用者数 と宿泊者数の占め る割合

(農 林水産統計速報9-73)

表1-8過 去1年 間 に森や 山などへ行った経験

(総 理府森林林業 に関 る世論 調:平成8年1月 より)

の割合が非常に高い ことが明 らかに されている。

そ して、総理府による 「森林 ・林業に関す る世論調査」では、山や森な どへ行った経験



について数 千人規模のアンケー ト調査 を行 っている。その結果 を表1-8に 掲載す る。 こ

の結果に よる と、人々が山や森 な どに行 く人 は昭和時代には約 半数であったが、平成 に入

ってか らは約3分 の2に 上昇 した傾 向が読み とれ る。

これ らの他に も(社)日 本観光協会等い くつかの団体によ り全国 レベル の観光 レク リエ

ーシ ョンの入 り込み者数 に関す る調査が行われていて、これ らの値 も貴重な参考資料にな

りうることは間違 いないが、現状では都道府県別 に統計の収集方法が大き く異なっている

ため、それ らの結果か ら森林 に対象絞って、全 国スケールで再集 計 し直す ことは非常に困

難で ある と考 えられ る。

cデ ー タ収 集 の 妥 当性 の論 議

「a.全 森林面積 と対比 した、一般的 なレク リエー シ ョン及び観光のために経営 され る

森林 の面積及び比率」 について 「農林業セ ンサ ス」に掲載 されている値 は、大 半は法令 ・

条例等 に根拠 を置 く区域の面積 を集計 している。従 って、デー タ収集 に関 しては大きな問

題はない と考え られる。 ただ し 「レクリエーシ ョン森林」については1990(平 成2)年 の

農林業セ ンサ スで初 めて採 りあげ られ た項 目であるた め、今後 も調査 を継続 し、デー タを

蓄積す ることが肝要である。

「b.人 口及び森林面積 と対比 した、一般的な レク リエーシ ョン及び観 光に利用 され る

施設数及び施設のタイ プ」につ いては、「農林業セ ンサス」、 「森林の多面的機能調査 森

林 ・施設状況調査 」、 「全国観 光情報 ファイル」のいずれ も、基本的 には地方 自治体 等へ

のアンケー トをべ一スに結果を集計 した ものである。従 って、元々のアンケー トの回答や

集計の方法が適切 であれ ば、データ収集に大きな問題点は見いだ されない といえる。 しか

しなが ら、先に見たように、調査年度が異 なるとはいえ、例 えば 「1990年農林業センサス」

と 「平成8年 森林 の多面的機能調査 森林 ・施設状況調査」 との結果に大 きな違いが見 ら

れた。 この原因は、① アンケー トの回答の精度、及び②ア ンケー トの集約 の しかた、に大

別 される と考え られる。従って これ らの問題 点を解決 してデー タ収集 の妥 当性 を高めてい

く必要がある。

「c.人 口及び森林面積 と対比 した、 レクリエーシ ョン及び観光のための利用客滞在延

べ 日数」につ いては、利用客の統計 の収集方法では、「農林業セ ンサス」や 「森林の多面

的機能調査 森林 ・施設状況調査」の様 に、ある特定の森林施設 に限定 して地方 自治体等

を対象にアンケー トを行い利用者数 を積み上 げ計算す る方法 と、「森林 ・林業に関す る世

論調査」の様 に、一般市民を対象 に して森林利用に関するア ンケー ト調査を行い、その結

果か ら全体の利用者数 を推計する方法 との2通 りが考 えられ る。

前者 は全 国か らくまな くシステマティックに回答が得 られる とい う利点があるものの、

積み上げによる集計であるためデータの信頼性が求 められない とい う弱点を併せ持 ってい

る。反面、後者はデータの信頼性は求 められ るものの、全国か らくまなくデータを集める

ためには労力 を要 し、また込み入った質問は設定 しづ らい とい う弱点 を持 っている。



d指 標 と して の 妥 当性 、 持 続 可 能 性 との 関係

「a.全 森林面積 と対比 した、一般的な レク リエーシ ョン及び観光 のために経営 される

森林 の面積及び比率」について、法令等 で保全 されている森林が大半であるため、現在 の

ところ指標 として大きな問題点 はない と考 えられ る。持続 可能性 を考 えるに当たっては、

現在 の状況が悪化 しないよ うに監視 を続 ける必要がある。

「b.人 口及び森林面積 と対比 した、一般的な レクリエーシ ョン及び観光に利用 され る

施設数及び施設 のタイプ」については、 「農林業センサス」や 「森林 の多面的機能調査

森林 ・施設状況調査」で取 り上 げられた施設が、多様 な森林観光 レク リエーシ ョンや観光

施設の代表値 となるか どうかについては、さらな る検討を重ね る必要があると考 えられ る。

検討 の方法 としては(社)日 本観 光協会発行 の 「全 国観光情報 ファイル」な どに リス ト

ア ップ されている幅広い施設 の一つ一つ を検討 し、持続可能 な森林経営を考えるに当たっ

てデータをとるのに適切な森林観光 レク リエー シ ョンや観光施設 の組み合わせ を考える必

要が ある。 この点については、 この後第5章 でその ような点 を考慮 した手法につ いて検討

を行 う。

「c.人 口及び森林面積 と対比 した、 レクリエーシ ョン及び観光のための利用客滞在延

べ 日数」 については、先に述べた とお り、 この指標 に関 しては2通 りのデータ収集方法が

考 えられ る。指標 としての信頼性 を確保するためには、誤差範囲が推計可能な一般市 民へ

のア ンケー トが有効であるが、観光 レク リエー シ ョン資源 ・施設 の分布な どとの兼ね合い

では地域性が重要になって くるので、地方 自治体へのア ンケー トも重要 となって くる。手

間や時間が許すのであれば両者を併用 した指標の取 り方が最 も有効であろ う。

以上、上記のbとcの 指標 に関 しては、上述の通 り、本論文 で最終的に検討 しよ うとし

てい る観光 レク リエーシ ョンのための森林管理 を検討するためには、データの収集方法か

らシステムを作 り直すための再検討を行 う必要があると考 えられ る。

eま とめ

以上、森林 に関わる観 光 レクリエー シ ョンに関わる既存統計を、モン トリオール プロセ

スの基準 と指標にあわせる形で とりま とめ、考察を行った。その結果、「農林業セ ンサス」

や 「森林の多面的機能調査 森林 ・施設状況調査」な ど複数の既存統計資料が存在 し、「観

光 レク リエーシ ョンに関わ る 「森林面積 」や 「施設」、 「利 用者数」 な どの現状 をあ る程

度把握す ることが可能であった。

しか しなが ら、 「森林 面積」 を除 くデータの信頼性は必ず しも高い とはいえない状況 に

あることが明 らかになった。また、本論で検討 してい る幅広い観光 レク リエーシ ョン活動

を考慮 した統計 とい うよりは、直接森林を利用す るよ うな狭義 の 「森林観光 レク リエーシ

ョン」 に関わる統計が主体的であった。

以上、総括する と、我 が国に現存す る森林に関係 した観 光 レク リエーシ ョンの統計は、

必ず しも少 なくはないのであるが、本論文で検討 しよ うとしてい る 「観光 レク リエーシ ョ

ンのための森林管理」を考 えるための指針 として利用す るには、必ず しも十分 とは言い難

い状況 にあった。加 えて、十分ではない統計情報 に加 えて、観光 レク リエーシ ョンはか く

あるべ きとい う国家 レベルの哲学が確立 されていないため、我が国ではそれぞれ の行政分



野が緊密 な連携 を持 たないまま施策 を行な う状 態が続いてお り(大 井1991)、 国民の観光

レク リエー ションの トレン ドを的確 に踏 まえた上で、将来の森林像を計画す る体系が、現

在 の我が国では確立 されているとは言い難い状況 にあ る。

先述の通 り、我が国では、2001(平 成13)年 の森林 ・林業基本法の制定及 び森林法の改

正 によって、従来の木材生産 中心か ら、多面的機能 を効果的に発揮す るための森林管理へ

と方針が転換 された(林 野庁2002)。 森林 の多面的機能 を効果的に発揮 させ るには、個 々

の機能 について個別 に明確 な根拠 を示 した上で森林管理 を行 う必要がある。多面的機能の

1つ に位 置づけられ てい る観光 レク リエーシ ョン機能 について もこの状況が 当てはまる。

っま り、観光 レクリエーシ ョン機能を適正に発揮 させ るための森林管理の方向性 について

明確 な根拠 を整 える必要がある。そのための一環 として、我が国における観 光 レクリエー

シ ョンの トレン ドを客観 的に分析 し、その成果 を現実の森林管理へ効果的 に反映 させ る し

くみを整 えることが必要になって くる。

これまで述べてきた とお り、現在我が国では、観光 レク リエーシ ョン と森林 との関わ り

を継続的に調査 してい る事例がい くつか散見で きない ことはない。例 えば、旧総理府は、

過去1年 間に森や 山な どに入った経験 などを尋ねる世論調査を、1976(昭 和51)年 以降ほ

ぼ5年 ごとに調査 している(総 理府 内閣総理大 臣官房 広報 室1996)。 しか し、 この調査

は抽象的 な設問が多いため、調査結果 をもとに、多様な活動内容か ら構成 され る観光 レク

リエーシ ョン活動 に対す る森林管理の方向性を具体的に導 くことは難 しい。

また、10年 ごとに公表 され る世界農林業セ ンサスでは、1990(平 成2)年 版か ら観 光 レ

クリエー シ ョン等に供 される森林 の面積や、森林 に関係の深 い観光 レク リエーシ ョン施設

の数 などを統計 の対象 とし始 めた(田 中1997)。 そ して、その統計を用いた分析が、既 に

い くつか行 われてい る(餅 田1992、 林2001)。 しか しなが ら、センサ ス統計 は時系列的 な

蓄積が未だ十分でないため、大半は トレン ド分析を行 うまでには至っていないのが現状で、

林野施策に関係 して社会的問題 として採 りあげ られた事象 を時系列的に整理 してセンサス

の結果 と対応 させた事例が見 られ る程度である(土 屋2002)。 また、センサス統計の対象

となった項 目数は、上述の旧総理府 の調査 と同様に、幅広 い観光 レクリエーシ ョンの全体

像 を理解す るためには十分であるとは言い難 い点が指摘できる。翻って、我が国 にお ける

この様な状況 とは対照的に、余暇活動 を充実させ るた めの トレン ド研 究は、欧米のいくっ

かの国ではかねて より盛 んに行われてい ることは、既 に序章で指摘 した とお りで ある。

我が国でも、将来的には、欧米の様 に個別の観光 レクリエー シ ョン活動や 、地域 の自然

的 ・社会的特性 ごとに トレン ドを調査 ・分析 し、その結果 を踏 まえて将来の森林計画のあ

り方 にっいて検討 を行 う必要 がある と考え られる。 しか しなが ら、我が国では、その様 な

トレン ド研究 自体 の蓄積が皆無に近 く、第3章 で述べ るとお り、オー トキャンプを対象 と

した トレン ド分析(Ito1994)な どの研究事例 がか ろ うじて見 られ るのみで ある。そのため、

我 が国の観光 レク リエー シ ョンの トレン ドを見据 えて森林管理 を考察するにあたっては、

まずはその先駆 けとなる研究 を開始するよ りしかたがない と考 えられた。



(2)森 林 管 理 上 留 意 す べ き レ ク リエ ー シ ョン活 動 の総 括 的 トレン ド分 析

a研 究 の 視 点 と方 法

1)森 林 管 理 を念 頭 に置 い て我 が 国 の観 光 レク リエ ー シ ョン活 動 の トレン ド分

析 を行 う視 点

この項 では、1-3(1)の 結果 を鑑みて、多様 な活動種 目が想定 され る観光 レク リエ

ーシ ョンの実態 を時系列 に集計 した既存の統計資料 を用いて、森林管理 とい う視点か ら、

我 が国の観光 レクリエー シ ョンの トレン ドを総括的 に分析す ることを試みた。

序章の冒頭で も述べた とお り、我 が国は、国土面積のおお よそ3分 の2を 森林 に覆われ

てい る世界有数 の森林 国である。 この事実を観 光 レク リエーシ ョン活動の側面か ら解釈す

る と、完全 に都 市的開発がな されて しまった一部地域な どを例外 とすれば、我が国で行 わ

れ る余暇活動は、大な り小な り森林 に囲まれた場所で行われる とい う特徴 を持っている。

つまり、我が国では、森林浴や林業体験など、森林空間に直接立ち入ったり、森林に直接

触れ るこ とで しか成 り立たない余暇活動 のために森林管理を行 うことが重要であることは

言 うまでもないが、屋外スポーツや社 寺参詣、遺跡め ぐりな ど、森林の直接利用 を目的 と

しない観光 レク リエーシ ョン活動の場合で あっても、周囲の環境やア メニテ ィを高める要

素 として適切 に管理 された森林が存在す ることが重要な場合が多い。つま り、我が国の森

林管理では、直接的な森林観光 レク リエーシ ョン活動 はもちろんのこと、間接的な野外活

動 をも考慮に入れた上で、適正な森林管理 を計画的に行 うことが重要である。

また、我 が国のライ フスタイル に着 目す ると、戦後数十年の間に、国民の平均寿命が長

くなる反面、平均労働時間は徐 々に短縮 され てきたこ とが注 目に値す る。平成12年 の簡易

生命表 によると、現在 日本 の男性の平均寿命 は77.64歳 、女性 の平均寿命 は84.62歳 と、人

生80年 時代 に突入 している。80年 を生涯生活時間にi喚算す るとおお よそ70万 時間になる。

その70万 時間の うち、労働時間が占める割合 は1割 程度に過ぎない。反面、自由時間は約

21万 時間に達 し、人生の約3割 を占めている。つま り、我が国では、人の一生 を考えた場

合 、 自由時 間、つま り余暇 に充て られ る時間は、労働 時間の約3倍 に達 してい る(松 田19

96)。 そ して余暇時間 は、労働時間が多い とされ るサ ラ リーマ ンで も、1990年 代前半で1

年8,760時 間(24時 間 ×365日)の うち、労働時間は約2,000時 間、 自由時間が約2,500時 間

となっている。 週休2日 制が普及 し、労働時間の短縮が図 られたため、現在 は平均的なサ

ラリーマンで も、生活時間の中に占める労働時間よ りも自由時間のほ うが確実に長 くなっ

てい る(田 中1998-2)。

この ように、我が国では、多 くの場所 が森林 に囲まれた国である とい う点、そ してライ

フスタイルの変遷 により余暇時間が増加 してきた とい う点か ら、様 々な余暇活動の局面で

直接 ・間接に森林 と関わ る機会が、今後 とも高ま りこそすれ減ることはない と予測 され る。

つま り、森林観光 レク リエーシ ョンに携わ る林業技術者や行政官が これか らの観光 レク

リエーシ ョンのための森林管理を考えるに当たっては、森林に関係す ることが多少で も想

定 され る多様 な観光 レク リエーシ ョン活動種 目を、個人の余暇時間の増加 とい う状況の中

で実態把握 した上で、その トレン ドを予測 し、将来の観光 レクリエーシ ョン利用に対 して、

どの様 な森林管理を実践 していけば よいのか計画 を立て られ るよ うにすべ きで、研究面か



らはその判 断の根拠 となる成果の蓄積 をはか る必要があると考 えられ る。

2)レ ジ ャー 白書 を用 い た トレ ン ド分 析 の方 法

上記の視点 を踏 まえ、本項では、多様な野外観光 レク リエーシ ョンの実態を時系列 に集

計 した既存 の統計資料 として、(財)自 由時間デザイ ン協会(旧(財)余 暇開発セ ンター)

が発行す る レジャー 白書 を用い、 トレン ド分析 を行 うことに した((財)余 暇開発セ ンタ

ー1977 ,1980,1983～2000,(財)自 由時間デザイン協会2001)。 レジャー 白書は、個人

の生涯時間の有限性 に着 目し、その有限な時間の うちの 自由時間(余 暇)の 効果的な使い

方にっいてま とめた年次報告書で、1977(昭 和52)年 以降毎年発行 されている。 白書 の中

には余暇活動への参加実態に関す るア ンケー ト調査がま とめ られてお り、1976(昭 和51)

年 、1979(昭 和54)年 お よび1982(昭 和57)年 以降毎年の調査結果が時系列的に集積 して

いる。

このアンケー ト調査は、表1-9に 示 した とお り、全国の15歳 以上の男女、数千人規模

を対象 に行 われている。 アンケー トの母集 団及び標本数については幾度かの小規模 な変更

が見 られ るが、ほぼ統一 した内容 で行われてお り、回収率は8割 前後 と常に高い。つ ま り、

このア ンケー ト調査 は、我が国の余暇活動 の動向を長期間 にわた り、ほぼ同 じ内容で継続

的にアンケー ト調査 している数少ない信頼性 の高い統計資料であるといえる。

本項では、 レジャー 白書のアンケー ト結果 の うち、余暇活動へ の参加率の統計を分析に

用 いた。 レジャー 白書では、我 が国で行われ る余暇活動を①スポーツ、②趣味 ・創作、③

娯楽 、④観光 ・行楽の4部 門に分 けて統計 をま とめてい る。 そ して1976(昭 和51)年 に統

計の取得を開始 して以来、い くつかの項 目の追加や削除を経て、結果 としてスポーツ部門

で30項 目、趣味 ・創作部門で32項 目、娯楽部門で20項 目、観光 ・行楽部門で12項 目の、計

94項 目の余暇活動 が対象 とされ てきた。

本論では、まず は じめに、それ らの余暇活動 を、森林利用 との関わ り合 い とい う観 点か

表1-9レ ジャー 白書の 「余暇 活動に関する調査」概 要

①:全 国の15歳 以上の男女

②:全 国5万 人以上の都市に居住
する15歳 以上の男女

③:全 国5万 人以上の都市に居住
する15歳 以上の男女3.000人 、及
び5万 人未満都市及び郡部の男
女1,000人



らタイプ分類 を行 った。 タイプ分類 にあたっては、林野庁が過去 に具体的に採 りあげた観

光 レク リエー シ ョン活動 を対象 に森林利用 の側面か ら類型化を試みた既存研究 を参考 にし

た(田 中1996)。

次 に、上記の タイプ分類の結果、森林 と関わ りがあると考え られる余暇活動 を対象 に、

参加率の時系列変化 に着 目した分析 を行った。具体的には、まず各余暇活動の平均参加 率

(Avr)と 上述 のタイプ分類結果 との対応 関係 についての考察 を行 った。また、余暇活動

ごとに参加率の標準偏差(σ)を 導 き、Avr-σ 未満 の参加率の年 と、Avr+σ を超 える参

加率の年 が時系列的に どの時期 に集 中 しているのか とい う点に着 目して、 トレン ドの類型

化 を行った。そ して、 これ らの トレン ド類型 と平均参加率、あるいは上述 のタイプ分類結

果 との対応 関係 について考察を行った。

b結 果

1)余 暇 活 動 の タイ プ分 類

田中(1996)の 既存研究では、林野庁 が具体的 に施策 の対象 として例示 した ことがある

余暇活動 は5つ のタイプに分け られ たと報告 してい る。 この基準に従い、 レジャー白書で

採 りあげ られた94項 目の余暇活動を改 めて分類 した ところ、 この既存研究には見 られない

新 しい3つ のタイプをつ け加 える必要があった。結果 として、本論では、余暇活動 をA～

Hの8つ にタイプ分類す ることになった。その8タ イプは、表1-10に 示 した とお りで

ある注1)。

表1-10森 林 に関係する余暇活 動の類型

田 中(1996)一部改変



注1)こ れらタイプA～Hの 順番には森林管理上の優先順位などの序列の存在は想定していない。

その うち、既存研究で見 られ たタイ プは、タイプA(既 存研 究の該当事例:紅 葉狩 り ・

きのこと り ・林業体験な ど)、 タイプB(同:ハ イ キング ・オー トキャンプな ど)、 タイ

プC(同:風 景画の作成 ・ドライブな ど)、 タイプE(同:ダ ウンヒル スキー ・パラグラ

イダーな ど)、 タイプF(同:木 工芸 ・環境 ビデオの鑑賞な ど)に 相 当す る。また、新た

な3タ イプ とは、林地の直接利用が基本的には想定できない施設型活動ではあるものの、

アメニテ ィ要素 として周囲の森林の存在が重要な役割 を果 たし うる可能性が想定 され るタ

イプD(レ ジャー 白書 における該 当事例:サ ッカー ・中央競馬 など)、 同一活動 に含 まれ

るの内容 が非常に幅広い活動 で、その中に森林 を対象 とした余暇活動が含 まれ る可能性 が

あるタイプG(同:帰 省 ・国内観光旅行な ど)、 野外性 に乏 しく森林 との関わ りがほとん

ど想定 され ない活動であるタイプH(同:美 容体操 ・ディス コなど)で ある。

この分類基準によ り、94項 目の活動 をタイプ分類 した結果は表1-11に 示 した とお り

であった。そ して本論 では、森林の利用性 に乏 しいタイプH(そ の他)を 除 く、A～Gの

7タ イプに該当 した余暇活動に対 して分析 を行 うことに した。分析の対象 となった7タ イ

プに該 当す る活動 は、スポー ツ部門で20項 目、趣 味 ・創 作部門は10項 目、娯楽部 門は6項

目、観光 ・行楽部門は12項 目であった。ただ し、スポー ツ部門の うち、タイプDに 該 当 し

た ラグビーは1987(昭 和62)年 以降にアンケー トの対象項 目か ら外 され て最近 の状況 が不

明 とい う理由か ら、またタイプEに 該 当 したスノーボー ドについては1998(平 成10)年 以

降 アンケー トが開始 されたばか りで十分 な トレン ドを追 うことができない とい う理 由か

ら、今回の分析対象か らは除外 した。その結果、スポーツ部門で分析対象 としたのは18項

目とな り、本論では、合計46項 目を以降の分析の対象 とした ことになる。

また、表1-11の 結果 を見ると、1-3(1)の 項で検討 してきた様 な、 タイプAに

相当す る項 目は、我が国の レジャー 白書の中には見 られない ことが分かった。つま り、我

が国において、 レジャー 白書は多 くの余暇活動の参加率を経年的に調査 し続 けている数少

ない統計ではあるが、森林に直接関係す るよ うな余暇活動 を対象 とは していなかった。 し

たがって、今後森林を直接的に活用 した余暇活動 の トレン ドを考慮 した森林管理 を行 うた

めには、本論 とは別に、今後改 めて統計 を入手 し、分析 を行 う必要性があることが指摘で

きた。 しか しなが ら、 トレン ド分析 を行 うためのはま とまった期 間の時系列データが必要

であ り、それ を取得す るするためには、数十年 オーダーの時間が必要であるため、今 回の

解析はタープAの データが欠落 したままで も継続す ることに した。そ して、その他のタイ

プについて見る と、タイプBに は4項 目、 タイプCに11項 目、 タイプDに22項 目、タイプ

Eに4項 目、タイプFに4項 目、タイ プGに3項 目を見 ることができた(タ イプHは46項

目)。



表1-11レ ジャー白書の項目と森林に関係する余暇活動の類型との対応

注)各項 目の括 弧内の数字 は、今回 の解析 には用いなかった

項 目(内 数)を 示す。

2)タ イ プ ご との参 加 率 の トレン ド

タイプB～Gに 該 当し、分析対象 となった46項 目の余暇活動項 目についての参加率の推

移 を一覧 としてま とめ、表1-12に 示 した。表1-12に おいて白地に黒文字で記載 さ

れてい る部分は平均参加 率(Avr)に1σ 足 した よりも大きい値を得 た年 を示 してい る。逆

に黒地 に白抜 きで示 した部分は、平均参加 率(Avr)か ら1σ 引いたよ りも小 さい値 を得 た

年 を示 してい る。

これ ら参加率の推移をもとに、各余暇活動項 目の トレン ドを類型化 した結果、①上昇型、

②上昇→平坦型 、③平坦波動型、④山型 、⑤下降型、⑥下降→平坦型の6種 類に分類す る

ことができた。

上昇型は、図1-5に 例示 したとお り多少の起伏はあるものの、調査開始か ら現在 まで

の間、徐々に参加率が上昇す る形態を示 している。 したがって、Avr-σ 未満 の年 は調査開

始年 の周辺に、Avr+σ を超 える年は最近 を中心にみ られ ることとなる。今回分析 を行 った

46項 目の 中では6項 目(ジ ョギング ・マ ラソン、 ビデオの制作 ・編集 、陶芸、 ビデオ鑑賞

(レンタル を含む)、 外食(日 常的 なものを除 く)、 海外旅行)が 上昇型 に該 当 した。

図1-5上 昇型に属する参加率の推移事例(【観G3】 海外旅行)



表1-12レ ジャー 白書 に記載された野外 レクリエーションの参 加率の 推移



上昇 → 平 坦型 は、図1-6に 例 示 した とお り、調査 開始 か ら しば ら くの間 は上 昇傾 向 に

あ る もの の、 あ る一定 の参 加 率 に達 した以 降 は頭 打 ち にな る形態 を示 してい る。 した が っ

て、Avr-σ 未 満 の年 は調 査 開始 年 の周 辺 に、Avr+σ を超 え る年 は頭 打 ち傾 向 に な った後 に

分散 的 に見 られ る よ うに な る。 今 回分 析 を行 った46項 目の 中で は5項 目(サ ッカー 、地 方

競馬 、 ピ クニ ック ・ハ イ キ ン グ ・野外 散 歩 、 ドライ ブ、 国内観 光 旅行(避 暑 ・避 寒 ・温 泉

な ど))が 上昇→ 平 坦型 に該 当 した。

平坦 波 動型 は、 図1-7に 例 示 した とお り、多少 の起伏 を見せ なが ら、調 査 開始 か ら現

在 ま での 間 、参加 率が ほ ぼ一 定 の割 合 を示 して い る形 態 を示 してい る。 した が って 、Avr-

σ未 満 の 年 とAvr+σ を超 え る年 は順 不 同 に 現れ る傾 向に あ る。 今 回 分析 を行 っ た46項 目の

中 で は14項 目(ゴ ル フ(コ ー ス)、 サイ ク リン グ ・サ イ クル スポ ー ツ 、乗 馬 、釣 り、 スキ

ンダイ ビ ング ・ス キ ュー バ ダイ ビ ング、 サ ー フ ィン ・ウイ ン ドサ ー フ ィ ン、ハ ン ググ ライ

ダー ・パ ラグ ライ ダー 、絵 を描 く ・彫 刻 す る、 園芸 ・庭 い じり、 ス ポー ツ観 戦(テ レ ビは

除 く)、 中央競 馬 、オ ー トレー ス 、 オー トキ ャン プ、動 物 園 ・植 物 園 ・水 族館 ・博 物 館)

図1-6上 昇平坦 型型に属する参 加率 の推移事例

(【観B1】 ピクニックリ、イキンゲ・野外散 歩)

図1-7平 坦 波動型に属する参加率 の推移 事例(【趣D1】 園芸 ・庭 いじり)



が平坦波動型 に該当 した。

山型は、図1-8に 例示 した とお り、調査開始か らある時期 までの間徐々に参加 率が上

昇す るものの、それ以降は徐 々に減少 に転ずる とい う形態 を示 してい る。 したがって、Av

r-σ 未満の年は調査開始年の周辺及 び最近に見 られ、Avr+σ を超 える年 はその間にみ られ

ることとなる。今回分析を行 った46項 目の中では7項 目(ゴ ル フ(練 習場)、 テニス、 ヨ

ッ ト・モーターボー ト、スキー、遊園地、催 し物 ・博覧会、帰省旅行)が 山型 に該 当した。

下降型は、図1-9に 例示 した とお り、多少の起伏はあるものの、調査開始 か ら現在ま

での間、徐 々に参加率が下降す る形態 を示 している。 したがって、Avr-σ 未満 の年は最近

を中心 に、Avr+σ を超える年 は調査 開始年の周辺にみ られ ることとなる。今 回分析を行っ

図1-8山 型に属 する参加率 の推移事例(【スD8】 テニス)

図1-9下 降 型に属する参加率 の推移事例(【スD3】 アイススケート)



た46項 目の中では10項 目(キ ャ ッチボール ・野球、 ソフ トボール、アイススケー ト、水泳

(プール での)、 ゲー トボール 、文芸の創 作(小 説 ・詩 ・和歌 ・俳句 な ど)、 日曜大工、

競艇、 フィール ドアス レチ ック、海水浴)が 下降型 に該 当 した。

下降→ 平坦型 は、図1-10に 例示 した とお り、調査開始か らしば らくの間は下降傾 向

にあるもののある一定の参加率まで達 した以降は下げ止 まる形態を示 している。 したがっ

て、Avr-σ 未満 の年は頭打ち傾向になった後 に分散的に見 られ、Avr+σ を超 える年 は調査

開始年の周辺に見 られ るよ うになる。今回分析 を行 った46項 目の中では4項 目(写 真の制

作、趣味工芸(組 みひ も ・ペーパー クラフ ト ・革細工な ど)、 競輪、登山)が 下降→平坦

型 に該当 した。

また、各余暇活動がどの トレン ド類型に該 当するかを余暇活動 タイプ ごとにま とめマ ト

リクス として表1-13に 示 した。 この結果 を見ると、タイプBは 全4項 目が3ト レン ド

類型に分散 してい ることが分かった。同様 にタイプCは 全11項 目が5類 型 に、 タイプDは

全類型 に、タイ プEは3項 目が3類 型に、タイプFは 全4項 目が3類 型に、タイプGは3

項 目が3類 型に分散 していることが分か り、今 回用いたレジャー 白書に掲載 された46項 目

を見ただけでも、森林 の利用タイプ と トレン ド類型 との関係 は非常に多岐にわたっていた。

3)タ イ プ ご との参 加 率

次に各 タイプごとに平均参加率 について と りまとめた。今回調査対象 となった余暇活動

は、外食 の62.62%を 筆頭 に、0.25%の ハ ンググライダー ・パ ラグライダー まで、平均参

加率が50%以 上の活動が3項 目(外 食(日 常的 なものを除 く)、 ドライブ、国内観光旅行

(避暑 ・避寒、温 泉な ど))、30%以 上50%未 満 の活動が5項 目(園 芸 ・庭 い じり、 ビデ

オ鑑 賞(レ ンタル を含む)、 ピクニ ック ・ハイキ ング ・野外散歩、海水浴、動物園 ・植物

園 ・水族館 ・博物館、遊園地)、20%以 上30%未 満の活動が6項 目(ジ ョギング ・マ ラソ

ン、 キャッチボール ・野球、水泳(プ ールでの)、 催 し物 ・博覧会 、帰省旅行)、10%以

上20%未 満 の活動が10項 目(ゴ ル フ(コ ース)、 サイク リング ・サイ クル スポール、釣 り、

図1-10下 降平坦型に属する参加率の推移事例(【観E1】 登山)



表1-13各 タイプごとの活動項 目とトレンド類型との対応

ソフ トボー ル 、 ゴル ラー(練習 場)、 テ ニ ス、 スキ ー、 写真 の制 作 、 ス ポー ツ観 戦(テ レビ

は除 く)、 日曜 大 工)、5%以 上10%未 満 の活 動 が10項 目(ア イ ス ス ケ ー ト、サ ッカ ー、 文

芸 の創 作(小 説 ・詩 ・和 歌 ・俳 句 な ど)、 ビデ オ の制 作 ・編 集 、絵 を描 く ・彫 刻す る、 中

央 競馬 、 オー トキ ャ ンプ 、 フ ィー ル ドア ス レチ ック、登 山 、海 外旅 行)、1%以 上5%未

満 の活 動 が9項 目(ゲ ー トボ ール 、 ス キ ンダイ ビ ング ・スキ ュー バ ダイ ビ ング、 サ ー フ ィ

ン ・ウイ ン ドサー フ ィン、 ヨ ッ ト ・モー ター ボー ト、 陶芸 、趣 味 工芸(組 みひ も ・ペ ーパ

ー ク ラ フ ト ・革 細 工 な ど) 、 地 方 競馬 、 競 輪 、 競艇)、1%未 満 の活 動 が2項 目(オ ー ト

レー ス、 ハ ン グ グライ ダー ・パ ラ グライ ダー)み られ た。

上述 の参加 率 の トレン ド分析 と同様 に、各 余 暇活 動 の平 均参加 率 と余 暇活 動 タイ プ との

対応 を ま とめマ トリクス にま とめ表1-14に 示 した。 この結 果 を見 る と、 タイ プBの 平

均 参加 率 に は33.32%か ら6.02%ま で27.30%の 差 が、 タイ プCは54.94%か ら5.17%ま で4

9.77%の 差が 、 タ イ プDは62.62%か ら0.74%ま で61.88%の 差 が、 タイ プEは13.21%か

ら0.25%ま で12.96%の 差 が 、 タイ プFは41.67%か ら2.19%ま で39.48%の 差 が 、 タイ プ

Gは54.75%か ら8.66%ま で46.09%の 差 が あ り、広 い レンジ を持 って い る こ とが分 か っ た。

つ ま り、今 回用 いた レジ ャー 白書 に掲 載 され た46項 目を見 た だ けで も、 森林 利 用 の タイ プ

と活 動 へ の 平均参 加 率 との 関係 も、参 加 率 の トレン ド同様 に非 常 に多 岐 にわ た って いた。

4)タ イ プ ご との 参 加 率 と ト レ ン ド との 関 係

さ らに、各 タイプ ご との 平均 参加 率 と上述 の トレン ド類型 との 関係 をマ トリクス に示 し

た 結果 を表1-15に 示 した。この 結果 を見 る と、上昇型 の平均 参加 率 に は62.62%か ら2.

19%ま で60.43%の 差 が 、上 昇→ 平 坦 型 は54.97%か ら2.69%ま で52.28%の 差 が 、平 坦波

動型 は39.96%か ら0.25%ま で39.71%の 差 が 、 山型 は25.93%か ら1.61%ま で24.32%の 差

が 、 下 降型 は31.60%か ら1.65%ま で29.95%の 差 が、 下 降→ 平 坦型 は11.44%か ら1.75%



表1-14各 タイプごとの活動項目と平均参加率との対応

まで9.67%の 差があ り、広 く分散 していた。表1-15を 見 ると、下降傾向 を示す トレン

ド類型(山 型 ・下降型 ・下降→平坦型)に は、参加率が30%を 超 えるような高い参加率 を

示す余暇活動項 目が少ないな どの傾 向が若干見 られ るものの、全体的には レジャー 白書 に

掲載 された46項 目を見ただけで も、観 光 レクリエーシ ョンの トレン ドと観光 レク リエー シ

ョンの平均参加率 との関連性に も大きな幅があった。

c考 察

以上、森林 との関わ りとい う面か らレジャー 白書掲載 の余暇活動 をタイプ分類 し、①そ

の分類結果 と各活動 の トレン ドの類型 との対応関係、②分類結果 と各活動への平均参加率

との対応関係、③各活動の トレン ド類型 と平均参加率 との対応関係 に対 して分析を行 った。

その結果 として明 らかになった事項 は、③ の分析 に関 して、下降傾 向を示す トレン ド類

型(山 型 ・下降型 ・下降→平坦型)に は、参加率が30%を 超えるよ うな高い参加率を示す

余暇活動項 目が少 ないな どの傾向が若干見 られ るとい う程度で、残 りの対応 関係は一定の

傾向が見 られ るとい うよりは、互いに対応等 を見ることができない多様な関係 にあると結

論づけたほ うが、む しろ自然であると考 えられた。

今回行った解析 は、 レジャー 白書 とい う、 トレン ド分析が可能な既存の観光 レクリエー

シ ョン統計を用いるとい う制約があったため、森林管理上留意すべき観光 レク リエー ショ

ン活動の全貌 を考慮 した上で適正な活動 をピックアップ したデータの解析 ではない といえ

る。 しか しなが ら、 この様に限 られ たデータを用いた解析において も、森林 との関わ りと

い う面か ら分類 した観光 レクリエーシ ョン活動 とその トレン ドの間、更には平均参加率 と

の間な どに明確 な関係 が見いだせない とい うことは、将来森林計画な どにおいて観光 レク

リエーシ ョンを考慮 した適正 な森林管理を推進す るに当たっては、研究面か らは森林観光



表1-15各 タイプごとの活動項 目と平 均参 加 率との対 応

レク リエー ション全体 を、一括 りに網羅 した総括的な研究に とどま らず、森林 と関わ りを

持 ち うる観光 レク リエーシ ョン活動 について種 目ご とに動向や実態 を定期 的に分析 し続

け、その様な トレン ドに即 した森林管理計画 を見直 してい く必要があると考え られた。先

にも述べた ように、その様 な研 究蓄積 は、我 が国にはほとん ど見 られないため、森林 と人

との共生 のため、観光 レクリエーシ ョン環境 を充実 させる森林管理の方向性 を適正に導 く

ためにもこの分野の研究の早急な蓄積 が必要であると考え られた。

dま とめお よび 今 後 の課 題

本項 ではレジャー 白書を用い、観光 レク リエーシ ョン活動の トレン ドを森林管理の観点

か ら総論的に考察 した。その結果、①森林利用のタイプ と余暇活動の トレン ド類型 との関

係および②森林利用のタイプ と活動への平均参加率 と間の関係 は非常に多様 であるこ と、

そ して③余暇活動 の トレン ド類型 との平均参加率 との間には一定 の関係が一部示唆 される

ものの全般的 には非常に多様であることな どが明 らかになった。

つま り、 ここで得 られた結論 をまとめると、森林管理上留意すべき観光 レク リエー ショ

ンを活動別 にとらえ、その トレン ドを分析す ると、非常に多様 であるとい うことが定量的

に示 された といえる。 したがって、今後森林の多面的機能 を効果的に発揮 させ るために観

光 レク リエーシ ョン活動 を考慮す るにあたっては、この多様 な関係 を前提 に踏まえなが ら、

観 光 レク リエーシ ョンの トレン ドを個別継続的に分析す る必要がある と判断 された。

しか しながら、現行 の森林計画制度 などでは、この様な多様な我 が国の観光 レク リエー

ション活動 の現状 をきめ細か く念頭 に置いて森林管理 を行 うよ うな体系になっていない と

考え られ る。 この状況 を改善 してい くためには、我が国の観光 レクリエーシ ョンの トレン



ドを個別継続的 に分析 した結果 を用いて、観光 レク リエーシ ョンのためによ りきめの細か

い森林管理体系 を確 立 し、実際の森林計画へ反映 させ る仕組み を確立する必要が、将来的

にある と結論づ けられた。

また、今回の成果 は、あ くまで も既存統計の中か ら、 トレン ド分析 を行 えるデー タを抽

出 し、用いた中か ら導 き出 された結論に留 まっている。そのため、森林に関係す る余暇活

動の類型の うち、森林 を直接利用す るタイプAに 関す る解析が不可能であるな どいくつか

の間題 が残 されたまま となっている。今後 はその様 な問題点 を克服す るために森林管理面

か ら留意すべ き余暇活動の トレン ド分析 を行 うことができるよ うな時系列統計の取得 を行

ってい く必要が あると考え られたが、それ については今後 の課題 となろ う。




